
福岡県内の家内労働者、委託者の皆さんへ 

守りましょう・確かめましょう 

最低工賃！ 

福岡県内においては、次の２業種に係る品目、工程および企画の区分に応じて最低工賃が定

められています。これらの仕事を委託している場合には、最低工賃額以上の工賃を支払わな

ければなりません。 
 

〇婦人服製造業       ○男子服製造業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

すべての委託者の皆さまへ 
●委託者は、家内労働手帳を家内労働者に交付して委託の都度記入しましょう 
●工賃は、現金で全額を１ヶ月以内に支払いましょう 
●委託者は、委託状況届等を労働基準監督署に提出し、帳簿を営業所に備え付けましょう 
●仕事による災害を防止するために必要な措置をとりましょう 

 
 
 
 

福 岡 労 働 局 
 



福岡県婦人服製造業最低工賃（１）（平成 27年 4月 17日から） 

 

ワンピース、上衣又はコート 

工     程     金    額    

① そで裏まつり １０センチメートルにつき１５円 
② そで口まつり １０センチメートルにつき１５円 
③ すそまつり ２０センチメートルにつき１７円 
④ 見返し千鳥掛け １か所につき      １３円 
⑤ 肩パット付け １枚分につき      ３２円 
⑥ 
ボタン 
付 け 

⑮ 飾りボタン付け １個につき        ９円 
根巻きボタ

ン付 け 

⑯力ボタンを付けるもの １個につき       １３円 

⑰力ボタンを付けないもの １個につき       １０円 

⑦ かぎホック付け １組につき       １７円 

⑧ スナップ付け １組につき       １５円 
⑨ 糸ループ付け １か所につき      １３円 

糸くず 
取 り 

裏地のあるものについて行うもの １枚分につき      １６円 

裏地のないものについて行うもの １枚分につき      １９円 

 

 
 

 



福岡県婦人服製造業最低工賃（２）（平成 27年 4月 17日から） 

 

スカート又はスラックス 

工     程     金    額    

⑩ すそまつり ２０センチメートルにつき１７円 
⑪ 
ボタン 
付 け 

⑮ 飾りボタン付け １個につき        ９円 
根巻きボタ

ン付け 
⑯力ボタンを付けるもの １個につき       １３円 

⑰力ボタンを付けないもの １個につき       １０円 

⑫ かぎホック付け １組につき       １７円 

⑬ スナップ付け １組につき       １５円 
⑭ 糸ループ付け １か所につき      １３円 

糸くず 
取 り 

裏地のあるものについて行うもの １枚分につき      １５円 

裏地のないものについて行うもの １枚分につき      １９円 
 

 
 



 



 



●いわゆる『インチキ内職』に気を付けましょう● 
内職者の中には、種々の名目で高い金額を払わせながら、仕事は回してもらえない、 

収入はそれほど得られないという被害にあう例があります。 
 誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られるというような「うまい話」はありえません。 
 家内労働を始めるときは、工賃等委託条件をきちんと確認し、いわゆる「インチキ内職」

の被害にあわないように十分注意しましょう。 
  

   
 
 

詳細については 

福岡労働局 労働基準部 賃金課 
〒８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東２丁目１１－１ 

ＴＥＬ ０９２－４１１－４５７８ 
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 


